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保険者協議会の運営等に関する事業の一部改正について 

 

 

 

保険者協議会の運営等に関する事業については、「保険者協議会の運営等に関する事業

の実施について」（平成 20年５月 30日保総発第 0530001号厚生労働省保険局総務課長通

知）によりこれを通知したところであるが、今般、その一部を別添新旧対照表のとおり改

正し、平成 25 年４月１日から適用することとしたので、国民健康保険団体連合会への周

知についてご配慮を願いたい。 

また、都道府県における医療構造改革担当部（局）とも調整を図り、本事業の円滑な実

施についてご配慮いただきたい。 

 

 


